
１  事業者の概要

FAX

3　事業の目的及び運営の方針

０５３－４３１－４４５１

浜松市中央区大瀬町１５５８番地

053-435-1111

平成１２年４月１日　（第 ２２６７２９０２８２ 号）

事業所の名称

０５３－４３１－５３６０

 ① 利用者からのご相談に応じて、介護・生活援助など必要なニーズを把握し、サービス調整を行い、在宅

生活を支援します。

 ② 公正中立な立場に基づき、居宅サービス計画書の作成にあたり複数のサービス事業所を紹介いたしま

す。また居宅サービス計画書原案に位置付けたサービス事業所の選定理由について説明いたします。

 ③ サービス計画書を新規または継続作成した場合は、利用者様に説明し、文書をもって同意を頂きます。

 ④ 定期的にご自宅を訪問し、モニタリングを行うとともに、ケアプランや利用票の確認と同意を頂きま

す。

 ⑤ 医療との連携を図るため、日頃からサービス事業者等と連携し、主治の医師等に必要な情報伝達等を

行っていきます。また、入院する必要が生じた場合には入院先医療機関等と早期より連携をとり、退院に

向けて調整をしていきます。入院先の病院に当事業所および担当介護支援専門員の名前を、利用者様から

お伝えして頂くことにより、よりスムーズな連携が取れます。

 ⑥ 関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの調整に努め

ます。

 ⑦ 地域包括支援センターから居宅介護支援の依頼があれば、受託いたします。

 ⑧ 介護支援専門員の法定研修等における実習受入事業所として、人材育成への協力体制の整備を図りま

す。

大瀬介護保険センター　重要事項説明書

電話番号

事業者の名称

法人の所在地

代表者役職氏名

電話番号

   居宅介護支援事業の提供に当たり、事業者の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項につ

いて次のとおり説明します。

2　事業所の概要

浜松市中央区（以下の地域包括支援センター圏域：元浜・高丘・三方

原・ありたま・さぎの宮・あんま）および浜名区（以下の地域包括支援

センター圏域：北浜・しんぱら）

事業所の所在地

介護保険指定年月日

（事業所番号）

通常の事業の実施地域

法人設立年月日

医療法人社団　盛翔会

理事長　澤田　健

浜松市中央区大瀬町１５６８番地

平成10年12月24日

大瀬介護保険センター
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４  営業日及び営業時間

５  事業者の職員体制　　　　　　　　　　　　　

常勤 非常勤

1人

4人

６  居宅介護支援の提供方法および内容

 ② サービス計画書（ケアプラン）の作成

 ③ サービス担当者会議の実施

 ④ 居宅への訪問及びモニタリング（少なくとも月に1回）

 ⑤ 居宅サービス事業者との連絡調整

 ⑧ 医療機関、主治の医師等との連絡調整

 ⑨ 介護相談と専門的助言（相談を受ける場所は、利用者の自宅または事業所の相談室とする）

 ⑩ 課題分析の方法は、国が示した課題分析標準項目（23項目）を用いて行う。

 ⑪ その他の介護支援事業

  ●地域包括支援センター等が実施する研修・事例検討会

  ●家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者・生活困窮者・難病患者等、高齢者

　以外の対象者への支援に関する知識等に関する研修・事例検討会

  ●他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同での事例検討会・研修会等

 また、定期的にカンファレンスを行い、事業所内での情報の共有に努めます。

営業日 月曜日～金曜日（12月29日～1月3日は年末年始の休業とします。）

 ⑨ 介護支援専門員の質の向上を目指すため、以下の研修への参加や事例検討会を計画しています。

 ⑩ 障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合は、障害福祉制度の相談支援専

門員と連携していきます。

営業時間 午前８時３０分より午後５時００分まで　※

令和7年3月21日現在

　※当事業所は、休日・営業時間外でも電話対応が可能です。当事業所の介護支援専門員が相談に応じます。

氏名

久米　清美

小池　順子

名倉　かおり

大庭　浩世

大庭　里美 看護師

職種

看護師

渡邉　真美 介護福祉士

介護支援専門員

看護師

看護師

 ⑥ 他の指定居宅介護支援事業者との連絡調整

 ⑦ 指定介護保険施設との連絡調整

看護師

管理者・主任介護支援専門員

 ① 介護保険の申請の代行業務
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７  利用料金

　◆居宅介護支援費

１か月

１か月

　◆算定可能な加算

　（Ⅲ）

　（Ⅱ）ロ

４５０単位／月

６００単位／月

６００単位／月

特定事業所加算のいずれか算定

ターミナルケアマネジメント加算　年15回以上

退院退所加算　年35回以上

連携1回　カンファレンス参加無

連携1回　カンファレンス参加有

連携2回　カンファレンス参加無

連携2回　カンファレンス参加有

　（Ⅱ）イ

　（Ⅰ）ロ

　（Ⅰ）イ

要介護３・４・５

１０８６単位

特定事業所加算Ⅲ

特定事業所加算Ⅱ

新規に居宅サービス計画を作成した場合

要介護区分が2区分以上変更され、居宅サービス計画を作成

した場合

特定事業所加算Ⅰ

厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

１１４単位／月

１２５単位／月

連携3回　カンファレンス参加有

３００単位／月

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問し、心身

の状況等を記録し主治医やサービス事業者に提供した場合

（末期癌など終末期にある利用者）

要介護１・２

＊浜松市は地域区分が7級地となります。単位数に10.21を乗じた値が利用料となります。

５１９単位／月

●４２１単位／月

３２３単位／月

入院当日に情報提供

入院した日の翌日または翌々日に情報提供

医師・歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に心身の

状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から必要

な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合

医療機関の求めにより、医師等とともに自宅を訪問・カン

ファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用に関

わる調整を行った場合

医療機関に入院するに当たって医療機関の職員に対して必要

な情報提供をした場合

医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等

を利用する場合において、医療機関等の職員と面談を行い、

必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス

等の利用に関する調整を行った場合

７５０単位／月

退院退所加算

９００単位／月

４００単位／月ターミナルケアマネジメント加算

(1)  利用料

① 要介護認定を受けられた方の居宅介護支援費は、介護保険制度により全額給付されるので自己負担はあ

りません。

② ただし、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月の利用料を全額自己負担

いただき、当センターからサービス提供証明書を発行いたします。このサービス証明書を後日居住する区

役所等の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。

緊急時等居宅カンファレンス加算

通院時情報連携加算

　（Ⅱ）

　（Ⅰ）

入院時情報連携加算

２５０単位／月

２００単位／月

２００単位／月

５０単位／月

１４１１単位

初回加算

特定事業所医療介護連携加算

特定事業所加算A
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(2）交通費について

(3)  解約料について

　　① 利用者が介護保険施設に入院・入所した場合

(4） 事業者は次の事由に当てはまる場合、利用者に対して、文書で通知することにより、この契約を

　   解約することができます。

　・解約料については「７(3)」の通りです。

　・人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があります。

　　その場合は、サービス終了日の１ヶ月前までにお知らせするとともに、地域の他の居宅介護支援

　　事業所を紹介いたします。

　　③ 利用者がお亡くなりになった場合

　　② 要介護認定で要支援・非該当（自立）と認定された場合

　　② 当事業者は、①によりこの契約が終了する場合には、担当の地域包括支援センター及び必要に

　　　応じて浜松市に連絡を取り、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を

　　　行うよう努めます。

10  サービス利用にあたっての留意事項・禁止事項

(1)  介護支援専門員は、年金の管理など金銭の取扱いや家事のお手伝いは出来ません。

(3)   職員に対する贈り物や飲食のもてなし、心遣いは固くお断りいたします。

(2)   当事業所の職員や他の利用者に対して宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為を行うこと

     はできません。

9  居宅介護支援の終了

(1)  利用者はいつでも申し出ることにより、この契約を解除することができます。

(2)  当事業者の都合で居宅介護支援を終了する場合

(3)  次の場合は、居宅介護支援は自動的に終了となります。

　　① 利用者又は家族が、事業所や事業所職員又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの

　　　 背信行為及び反社会的行為（職員へのハラスメント行為を含む）を行い、その状況の改善が認め

　　　 られない場合

(3)  居宅サービス計画書は、利用者の心身の状況や意向などの変化により必要に応じて変更することがで

きます。

契約後、居宅サービス計画の作成段階途中（月の途中）で、解約した場合

静岡県国民健康保険団体連合会への給付管理表の提出が終了後（月末日）をもって

解約した場合

５，５００円

料金はかかりません

　利用者様のご都合により解約した場合、下記の料金を頂きます。現金でお支払い頂き、領収書を発行致

します。

８ サービスの利用開始と提供にあたって

　　利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、実施地域を越えた地

　点から1キロメートルにつき50円徴収させて頂きます（消費税が別途かかります）。月ごとに集計

　し、現金でお支払い頂きます。領収書を発行致します。

(2)  利用者及び家族の意向を踏まえて居宅介護支援計画書を作成し、サービス担当者会議等を経て、介護

保険サービスを開始します。作成した居宅介護支援計画書の内容を利用者又はその家族に対して説明し、

同意を得ます。

(1)  ご利用開始の前あたり、契約を締結します。契約に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容

を確認させて頂きます。
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11　居宅介護支援の記録

13  虐待の防止のための措置に関する事項

14  身体拘束の禁止

(1)   事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由な

　  く、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

      おいても継続します。

　　　 ③ その他、従業者の自宅の住所や電話番号を聞くなどのストーカー行為

　 所 長 ：　久米　清美

(2)　事業者は従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である

　  期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

　  内容とします。

　　 事業者は、原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。

　 ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ

 　十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

 　緊急やむをえない理由について記録します。

　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(3)   事業者は、利用者から予め文書で同意を得た場合には、サービス担当者会議等必要な範囲内で利用

     者の個人情報を用いる事ができるものとします。

(1)  居宅介護支援の記録は、居宅介護支援を提供した日から2年間保存します。

(4)　従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

(5)　サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

　  る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

虐待防止に関する担当者

(4)   大切なペットの安全を守るため、また、職員が安全にお宅を訪問するためにも、リードをつけて

　いただくか、ケージに入れる等の協力をお願いします。職員がペットにかまれた場合、治療費等の

　ご相談をさせていただく場合がございます。

(5)  下記の行為は、ハラスメントに該当する可能性があり、利用を中止させていただくことがあります

　のでご理解・ご了承ください。

 　　　① 暴力、乱暴・威圧的な言動、無理な要求、 介護保険制度からかけ離れた要求、

　　　　  理不尽なクレームや言動、侮辱的な言動

　　 　② セクシュアルハラスメント

(2)  利用者は、事業者に対して保存される居宅介護支援記録の閲覧及び複写物の交付を請求することが

    できます。

(4)   事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による物、電磁的記録を含

      む）については、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの

      とします。

12  秘密保持と個人情報の保護について

(1)　虐待防止に関する担当者を選定しています。

(2)　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を

　  図っています。

(3)　虐待防止のための指針の整備をしています。
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15  衛生管理及び感染症対策 

16  非常災害対策

(2)  事業者は感染症の予防又はそのまん延の防止をするために、その対策を検討する委員会を設置し

   定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対し周知徹底を図ります。

(4)  事業者は、従業者に対し感染症の予防又はそのまん延の防止をするための研修及び訓練を定期的に

   実施します。

　　事業所は、非常災害その他の緊急の事態に備えて、防火管理についての責任者を定め、防災及び避

　難に関する計画の策定や関係機関との連携体制の確保を行い、定期的に避難・その他必要な訓練を実

　施します。なお、災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、訓練の実施

　にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

(3)  事業者における感染症の予防又はそのまん延の防止のための指針を整備します。

(1)  居宅介護支援に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に努めます。

１．地震発生

訪問看護・リハ 居宅

２．風水害

訪問看護・リハ 居宅

３．積雪・路面の凍結時

訪問を途中で終了する場
合があります

訪問などの予定
が中止になる場
合があります

利用者宅に訪問
中の場合は、
安全の確保に
努めます

天候を見ながら、早めの帰所
などの対応をします

　突発的な集中豪雨など、急な天候の変化により、送迎・訪問の時間が変更になる可能性があります

　積雪・路面の凍結時は、安全な送迎・移動が困難となりますので、営業を中止する場合があります。

訪問中止になる場合が
あります

利用者様の安全を確認
した上で、訪問を途中で

終了する場合が
あります

訪問などの予定
が中止になる場
合があります

利用者宅に訪問
中の場合は、
安全の確保に
努めます

訪問中止になる場合があ
ります

状況
事業所の対応

デイサービス

ｻｰﾋﾞｽ
開始前

○台風の接近等による
著しい天候不良（冠水・強風
等）で、営業・訪問に支障が
生じている状況
○職員・利用者の安全が
確保できない状況

営業中止になる場合があります

ｻｰﾋﾞｽ
提供中

ｻｰﾋﾞｽ
開始前

○停電・断水・電話不通・
施設の損壊等により営業
・訪問に支障が生じている状
況
○職員・利用者の安全が
確保できない状況

営業中止になる場合があります

ｻｰﾋﾞｽ
提供中

安全の確保に努め、早めの帰所等
の対応をします。ご家族に迎えに

来て頂く場合もあります

災害に対する事業所の対応について

　地震、風水害、積雪などの災害が発生した際には以下の基準に従って対応致します。

　ご理解・ご協力お願いいたします。

状況
事業所の対応

デイサービス
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17  業務継続に向けた取組

18  事故発生時の対応方法

19  緊急時の対応方法

20  損害賠償

21  ハラスメント対策

22  提供する第三者評価の実施状況      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

23  サービス内容に関する相談・苦情窓口

(1)  当事業所内の相談・苦情窓口

(2)  行政機関の相談・苦情窓口

　○ お住いの市、区役所の介護保険担当窓口です。

長寿保険課

　○ 静岡県の介護保険担当窓口です。　　

静岡県 受付時間（平日のみ） 電話番号

受付時間（平日のみ） 電話番号

  　苦情・相談窓口（担当者）

９：００～１７：００ ０５４－２５３－５５９０
静岡県国民健康保険団体連合会

（介護保険課）

８：３０～１７：００

東行政センター内

中央区役所内

浜名福祉 事業所 受付時間（平日のみ） 電話番号

浜名区役所内 ０５３－５８５－１１２２

０５３－４５７－２３２４
長寿支援課

８：３０～１７：００

８：３０～１７：００

(1)  事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスを継続的に実施するため

    及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、当該業務継続計画

　に従って必要な措置を講じます。

(2)　従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

　 ます。

(3)　定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

所　長 ：久米　清美

(3)  事業者は、賠償すべき事故の場合は損害賠償を速やかに行います。但し、契約者の故意又は過失が

   認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。

(1)  居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。

(2)  事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行います。

０５３－４２４－０１８４

　　事業者は、職場におけるハラスメントの防止に向けた委員会の開催、指針の整備、相談体制の実施

    等を行います。

      居宅介護支援の提供中に利用者の容体に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、

　協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告します。

電話番号

（０５３）４３１－５３６０

 　事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した

 場合は、速やかにその損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の故意・過失等の責任を問

 えない場合はこの限りではありません。

実施の有無 　有　　・　　無

実施した評価機関

実施した直近年月日

評価結果の開示状況

中央福祉 事業所
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《 重要事項の説明年月日 》

　　　　　　　　　　　　

　私は、事業所から上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

 【利用者】

　住　　所

　氏　　名

 【代理人】

　住　　所

　氏　　名

　　説　明　者

　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

　 事　業　所　名　　　　　

重要事項説明書の説明年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

  居宅介護支援の提供にあたり、本書面に基づいて重要事項を説明致しました。

事業者所在地　 　　静岡県浜松市中央区大瀬町１５５８番地

　　大瀬介護保険センター
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